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総合調整会議（２０１５．６．１７） 

○日 時 ： 平成２７年６月１７日（水） 午前８時４５分 ～ 午前９時００分 
○場 所 ： 栗東市役所３階談話室 
○出席者 ： 市長、副市長、教育長、部長等 
 

＜会議内容＞ 

１．市長の指示事項 

 市長からの指示 

・市議会６月定例会への対応については、準備を万全に行うとともに丁寧な説明をすること。 

・体調をくずしている職員も見受けられる。職員の体調管理について十分な目配りをすること。 

・琵琶湖大橋通行料のあり方について、滋賀県からの説明があると聞いている。この件について

は、滋賀県市長会より滋賀県および滋賀県議会に対して、有料継続の意見書を提出している経

過もあり、市長会において議論を尽くしたい考えである。滋賀県の考え方を十分聞いておくこ

と。 

 

２．報告事項 

【案件名】環境省「小型電子機器等リサイクルシステム構築実証事業」実施について 

→ 環境経済部長から説明 

・使用済み小型家電の回収を平成２７年７月２１日から開始する。回収方法は、通常収集により

環境センターに搬入された、破砕・粗大ごみから選別する通常回収、市役所および環境センタ

ーに設置するボックスによる限定回収、８月の市役所前広場と来年２月の栗東芸術文化会館さ

きらシンボル広場で実施する集団回収、市が主催するイベント等におけるイベント回収により、

回収する予定である。 

・回収した小型家電の売却による収入は、回収見込みの約９０トンに対して、９０，０００円を

見込んでいる。 

 

［健康福祉部理事］ 

・他市町民からの持込はできないことは記載しなくてよいのか。 

［環境経済部長］ 

・記載することが逆効果となる場合もあり、記載していない。 

［総務部長］ 

・年式の古いブラウン管型モニターパソコンも回収するのか。 
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［環境経済部長］ 

・サイズが大きい場合はボックス回収ができないが、ブラウン管型モニターパソコンも他の方法

で回収する。家電リサイクル法対象品目以外は、基本的には回収する。 

 

区分：了 解 

 

３．閉会 

副市長からの挨拶 

・市議会６月定例会への対応については、準備を万全に行うこと。 

・６月は出納閉鎖期間であることから、決算に関係する書類や資料が適正なものとなるよう、数

字や文言を調査確認すること。 

 

以上 


